
 

 

 

 

 

 

 

 

津幡町人権擁護委員委嘱状伝達式 

 

 

 

1.概要・目的など 

 令和７年１０月１日付で人権擁護委員の任期が５期目（１期３年）になられる田中氏、１期目に

なられる中本氏に町長から委嘱状の伝達を行う。 

 

2.開催日時・日程 

 １０月７日(火) １１時００分～（２０分程度予定） 

 

3.場所 

 津幡町役場３階 町長室 

 

4.出席者 

 ・田中 郁子 氏、中本 孝義 氏 

 

5.その他（注意事項など） 

 

 

 

 

令和７年９月２６日 

町民生活部町民課 

担当：大澤 英子 

☎０７６-２８８-２１２４ 
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